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 本要領は、金剛地区再生まちづくり支援業務の受注候補者をプロポーザル方式により

選定するため、必要な事項を定めるものです。 

 なお、本要領におけるプロポーザル方式とは、一定の条件を満たす事業者から、業務

実施にかかる企画提案を受け、提案者の創造力、技術力、経験等を総合的に審査し、業

務の履行に最も適した受注候補者を選定する方式をいいます。 

 

１．業務名 

金剛地区再生まちづくり支援業務（以下「本業務」という。） 

 

２．業務背景と目的 

本市では、ニュータウン問題が顕在化している金剛地区（高辺台、久野喜台、寺池

台、以下「地区」という。）の再生・活性化に向け、「金剛地区再生指針」（平成 29年

３月策定、以下「指針」という。）に基づく取組を進めている。 

本取組の推進にあたっては、地区再生・活性化を推進するための場として、地区再

生・活性化に取り組む、住民、団体、事業者等が参加する「金剛地区まちづくり会議」

を設置（平成 29 年６月設置、以下「まちづくり会議」という。）するとともに、行政

との協働を促進し、住民等が主体となるソフト的な活動を中心に、様々な取組を進め

ている。 

また、独立行政法人都市再生機構と魅力向上拠点を共同設置し（令和３年１月設置、

以下「拠点」という。）、多様な世代が働き、学び、交流ができる場として、地域の声

やニーズを取り入れながら、地区の魅力向上に資する取組を展開している。 

本業務は、これまでの地区再生・活性化の取組経過を踏まえ、地区をフィールドと

するまちづくり活動の支援などを含め、まちづくり活動を行う者のプラットフォーム

である「まちづくり会議」の運営支援など、指針に掲げる事項のうち、主にソフト面

の取組について、指針推進の総合的なコーディネートを行うとともに、魅力向上拠点

を運営し、指針に掲げる将来像の実現に寄与することを目的とする。 

 

３．業務内容 

仕様書（別紙）のとおり 

 

４．契約の期間 

令和５年 10 月１日から令和８年３月 31日まで 

 

５．提案上限額 

19,250,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

※各年度の支払限度額は次のとおりとする。 

令和５年度 3,850,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

令和６年度 7,700,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 
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令和７年度 7,700,000 円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

６．参加資格 

提案事業者は、本業務に関する十分な知識及び技術を有し、令和５年７月１日時点

で、次に掲げる要件の全てに該当すること。 

（１）富田林市入札参加資格者名簿に登載されていること。 

（２）富田林市入札等参加停止要綱（令和２年要綱第７号）に基づく参加停止の措置

を受けていないこと。また同要綱第３条及び同要綱別表に掲げる措置要件にも

該当しないこと。 

（３）平成 30 年度以降において、本業務と同内容又は類似した内容の元請け実績を

有すること。 

（４）本業務を履行するにあたり、自らの組織と雇用関係にあるものを担当者として

配置できること。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

（６）富田林市契約からの暴力団排除措置要綱（平成２３年要綱第８５号）に基づく

入札等排除措置を受けていないこと。また同要綱第４条の２及び同要綱別表に

掲げる措置要件にも該当しないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者について

は、更生計画又は再生計画の認可決定の確定を受けていること。 

 

７．企画提案実施スケジュール 

本企画提案にかかるスケジュールは以下のとおりとする。なお、現場説明会は実施

しない。 

項目 日程 

募集要領等の交付 令和５年７月 18日(火) 午前９時～ 

令和５年８月 10日(木) 午後５時 30 分 

質問の受付 令和５年７月 18日(火) 午前９時～ 

令和５年７月 28日(金) 午後５時 30 分 

質問に対する回答の公表期限 令和５年８月 ７日(月) 午後５時 30 分 

参加表明書等の提出 令和５年７月 18日(火) 午前９時～ 

令和５年８月 10日(木) 午後５時 30 分 

企画提案書等の提出 令和５年８月 14日(月) 午前９時～ 

令和５年８月 18日(金) 午後５時 30 分 

第１次審査（書類審査） 令和５年８月 24日(木)（予定） 

第２次審査 令和５年８月 28日(月）（予定） 
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（プレゼンテーション等） ※別途通知します。 

受注候補者選定日 令和５年９月初旬頃（予定） 

 

８．企画提案参加手続き 

（１）募集要領等の交付に関する事項 

①交付方法 

実施要領の交付は、本市ウェブサイト上で行う。 

※実施要領及び各種申請書類は、本市ウェブサイトからダウンロード可 

＜事務局＞ 

富田林市 産業まちづくり部 金剛地区再生室 

住所 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町 1番 1号 

電話番号 0721-25-1000（内線 452、459） 

電子メールアドレス kongo-saisei@city.tondabayashi.lg.jp 

＜市ウェブサイト＞ 

URL https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/104/92353.html 

②交付期間 

令和５年７月 18日（火）午前９時から８月 10日（木）午後５時 30 分まで 

 

（２）参加表明書等の提出に関する事項 

   参加希望者は、下記提出書類を事務局あてに電子メールで送付することとする。 

  なお、電子メール以外では参加表明書等の提出は受け付けない。 

※メール送付後、事務局へ受付確認の連絡を行うこと。また、送信データの容量が

大きくなりメールでの送付ができない場合は、大容量ファイル送受信サービスのチ

ケットを送付するため、事前に連絡すること。 

①提出書類 

・企画提案参加表明書（様式第１号） 

・会社概要書（様式第２号） 

・業務実績書（様式第３号） 

②提出期限 

令和５年７月 18日（火）午前９時から８月 10日（木）午後５時 30 分まで 

 

（３）質問の受付に関する事項 

①提出方法 

企画提案書の作成及び提出にあたり質問がある場合は、事務局あてに電子メール

で送信することとする。なお、電子メール以外では質問を受け付けない。 

  ※質問受付時にはその旨返信するため、返信なき場合は事務局へ確認をとること。 

②質問書の様式 

様式は自由としますが、次の項目を明記すること。 



4 
 

・電子メールの表題は“「金剛地区再生まちづくり支援業務」企画提案に関する質

問”とすること。（送信データの容量は５ＭＢ以内） 

・企画提案事業者名、及び担当者氏名、連絡先 

③提出期間 

令和５年７月 18日（火）午前９時から７月 28日（金）午後５時 30 分まで 

 

（４）質問に対する回答の公表に関する事項 

 ①回答方法 

全ての質問事項、及び回答をとりまとめて、市ウェブサイトで公表する。なお、

公表をもって、本要領への追加または修正とみなす。 

②回答期限 

令和５年８月７日（月）午後５時 30 分まで 

 

（５）企画提案書等の提出に関する事項 

①提出方法 

企画提案書等は、参加表明書等を提出した者のみが提出することができ、事務局

に持参、又は郵送（簡易書留郵便に限る）するものとし、併せて電子メールにて同

様の提出書類を送付すること。また、送信データの容量が大きくなりメールでの送

付ができない場合は、大容量ファイル送受信サービスのチケットを送付するため、

事前に連絡すること。 

 また、期限までに提出されなかった場合は、参加する意思がなく辞退したものと

みなす。 

なお、辞退を理由として、以後の市入札参加資格等にかかる不利益は生じない。 

②提出書類 

・企画提案書（任意様式）  

・業務スケジュール（任意様式） 

・業務実施体制調書（任意様式） 

・配置予定技術者調書（様式第４号） 

・配置予定技術者経歴書（様式第５号） 

・経費見積書（様式第６号）※積算内訳を年度毎で作成し、添付すること。 

③提出部数 

上記書類を A4 ファイルに綴じて、ファイルの表紙及び背表紙に企画提案事業者

名を記載したもの 12 部（正本１部、副本１部、審査用 10 部）を提出するものとし、

このうち、審査用については、ファイルの表紙、背表紙、及び各提出書類等に企画

提案事業者が特定できる記載をしないものとすること。 

④提出期限 

令和５年８月 14日（月）午前９時から８月 18日（金）午後５時 30 分まで 
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※（持参の場合）すばるホール ４階 金剛地区再生室 

        住所 〒584-0084 大阪府富田林市桜ケ丘町 2番 8 号 

        土日祝日を除く午前９時から午後５時 30分まで 

 

※（郵送の場合）富田林市役所 金剛地区再生室 

住所 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町 1 番 1号 

令和５年８月 18日（金）午後５時 30 分まで(必着) 

⑤企画提案書等作成の基本事項 

企画提案は、本業務における取組方法等について提案を求めるもので、業務内容

についての具体的な検討結果や、成果品の一部について提示を求めるものではない。  

   業務に係る作業は、契約締結後に発注者と協議の上、開始するものである。 

  

<企画提案書等作成の留意事項> 

提出書類 留意事項 

①企画提案書 

･Ａ４縦または横、片面 20 ページ以内 

･受注候補者の選定に係る審査を円滑に行う観点から、

本要領９．⑤に記載のある審査項目、及び評価の視点

の内容に沿って記載すること。 

･仕様書は、本市が考える基本的な業務を示したもので

あり、仕様書で求める内容のほか、より有効な提案が

あれば具体的に記載すること。 

②業務スケジュール表 
･Ａ４縦または横、片面２ページ以内 

･業務の全体スケジュールを記載すること。 

③業務実施体制調書 

･Ａ４縦または横、片面２ページ以内 

･企画提案内容、業務スケジュールに沿って本業務を円

滑に進めるための体制について記載すること。 

・いずれも、カラー、モノクロは、問わない。なお、文字サイズは、11ポイント

以上とすること。ただし図表等についてはこの限りでない。 

・提出書類は、表紙を付け、１部ごとに綴じること。 

・様式ごとに見出しを付け、ページ番号（通し番号）を下部中央に記載すること。 

・様式指定のあるものは、当該様式の指示により作成すること。 

・正本・副本の表紙には、業務名、提案者の所在地、商号又は名称、代表者職氏名

を記入し押印すること。 

・審査用には、所在地、商号又は名称、代表者職氏名等の記入、押印、ロゴマーク

等の挿入等、提案者が判別可能となる表記や資料の添付等は一切しないこと。 
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９．受注候補者の選定 

①審査会 

受注候補者の選定は、受注候補者選定委員会（以下「委員会」という。）におい

て行う。 

 ②第１次審査（書類審査） 

   業務実績、企画提案書等の内容を採点し、上位の者から順に第２次審査に進むこ

とのできる３者を選定する。ただし、提案者が３者以下の場合は、第１次審査を省

略し第２次審査のみを実施する。 

③第２次審査（プレゼンテーション等） 

各提案事業者から提出のあった企画提案書等に基づくプレゼンテーションの内

容に応じて、委員会各委員の自己審査の集計をもとに、全体で協議を行ったうえで、

受注候補者１者、次点受注候補者１者を選定する。 

なお、応募者が１者の場合についても、上記と同様の審査を行い、委員会におい

て契約の目的を達成できると判断した場合、受注候補者として選定する。 

④審査結果の通知 

選定結果は、本企画提案に参加した全提案事業者に対して文書で通知する。 

⑥経費見積書、見積根拠 

正本・副本（各１部） 審査用（10 部） 

⑤配置予定技術者経歴書 

④配置予定技術者調書 

③業務実施体制調書 

②業務スケジュール表 

①企画提案書 

○表紙 

       正本 副本 

富田林市長 様 

 

「業 務 名」 

 

 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名 印 

⑥経費見積書、見積根拠 

⑤配置予定技術者経歴書 

④配置予定技術者調書 

③業務実施体制調書 

②業務スケジュール表 

①企画提案書 

○表紙  

審査用 

富田林市長 様 

 

「業 務 名」 

 

(※) 審査用には、提案者が判別可能となる 

表記や資料の添付等は一切しないこと。 

 

○提出イメージ 

左側２穴綴じとし、紐、綴じ具等で簡易な

綴じ方をすること。 

見出し 
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⑤審査項目と配点 

審査項目 評価の視点 配点 

本業務に向けた基本的

な考え方 

本業務の目的と背景を十

分理解し、基本的な考え

方が整理されているか。 

業務目的や業務内容を理

解し、金剛地区再生指針

を踏まえた考え方が示さ

れているか。 

５ 

共通 

現状把握、

計 画 準 備

等 

金剛地区の現状・課題や

これまでの取組経緯等を

的確に把握し、円滑で効

果的な業務実施に向けた

考え方が整理されている

か。 

金剛地区の現状・課題や

これまでの取組経緯等を

的確に把握するととも

に、金剛地区再生指針の

推進につながる業務実施

に向けた考え方が具体的

に示されているか。 

５ 

情報発信 

効果的な情報発信に向

け、発信内容やターゲッ

ト、手法等が具体的に示

されているか。 

金剛地区における住民主

体のまちづくり活動の活

発化や魅力的な拠点運営

につながる内容となって

いるか。 

５ 

金剛地区をフィールド

とするまちづくり活動

の支援 

まちづくり活動を担う人

材を発掘・育成し、新た

な活動の創出、既存活動

との連携を通じ、賑わ

い・交流等を持続的に創

出できるコーディネータ

ーが配置されているか。 

まちづくり活動を担う人

材を発掘・育成し、新た

な活動の創出、既存活動

との連携を通じ、賑わ

い・交流等を持続的に創

出できるコーディネータ

ーが配置されているか。 

10 

住民等によるまちづくり

活動が、自主的・自立的

な取組となるための支援

の考え方が具体的に示さ

れているか。 

支援の考え方が、住民主

体の自主的・自立的な取

組につながる効果的なも

のとなっているか。 

10 

まちづく

り活動を

行う者の

プラット

フォーム

の運営支

援 

ま ち づ く

り 会 議 の

開催・運営

支援 

地区住民等との協働によ

り、まちづくり活動を行

う個人、団体、事業者が

集い、情報共有や交流を

行いながら、新たな活動

や活動の輪を広げること

ができる会議運営を行う

これまでの取組経過も踏

まえつつ、開かれたプラ

ットフォームとして、多

様なまちづくりプレイヤ

ーが参加でき、まちづく

り活動が創出・活発化さ

れることが期待できる内

10 
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ための考え方が具体的に

示されているか。 

容となっているか。 

ま ち づ く

り 活 動 の

創出・活発

化 に 資 す

る プ ロ グ

ラ ム の 実

施 

まちづくり活動の創出・

活発化に向け、効果的な

プログラムが具体的に示

されているか。 

まちづくり活動の創出・

活発化に向け、効果的な

プログラムが具体的に示

されているか。 ５ 

金剛地区

魅力向上

拠点の魅

力的な管

理・運営 

拠 点 の 管

理・運営等

の実施 

ポストコロナ等も踏ま

え、地区の課題解決やニ

ーズに応じた魅力的な拠

点とするための運営方法

が具体的に示されている

とともに、「金剛地区をフ

ィールドとしたまちづく

り活動の支援」との相乗

効果を生み出すための考

え方が具体的に示されて

いるか。 

コワーキングスペース、

自習・学習スペース、会

議スペースの運営ととも

に、様々な視点によるモ

デル的な取組が具体的に

示されており、その内容

が金剛地区の魅力向上に

つながる内容となってい

るか。 

10 

「金剛地区をフィールド

としたまちづくり活動の

支援」との相乗効果を生

み出すための考え方が、

効果的な内容となってい

るか。 

今 後 の 拠

点管理・運

営 等 の あ

り方・活用

の 方 向 性

等の調査 

今後の拠点管理・運営等

のあり方や活用の方向性

等につながる調査の考え

方が具体的に示されてい

るか。 

調査の考え方が、今後の

拠点運営や活用の方向性

の検討に資する内容とな

っているか。 
５ 

業務実績 
過去５年間において同内容の受注実績があるか。 

（実績数に応じて審査します。） 
５ 

見積金額 見積金額に基づき採点する。 30 

※ 「業務実績」「見積金額」を除く審査項目の 65 点のうち、39 点未満は「業務実績」

「見積金額」に関わらず不採用とする。 
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10．資格の喪失 

以下の場合、参加資格を失うものとする。 

①本市財務規則を含む関係法令等に違反した者 

②前記「６．参加資格」の事項を満たさなくなった者 

③その他提出書類に虚偽の記載、条件に違反する行為が発見された場合 

 

11．契約 

①事前協議の実施 

本市と選定された受注候補者は、仕様及び見積書等についての協議を行ったうえ、

契約を締結する。ただし受注候補者と協議が整わない場合は、次点受注候補者と協

議を行うこととする。 

②契約方法 

本業務の契約方法は、公募型プロポーザル方式による随意契約とする。 

③支払方法 

   ３回払い（部分払い２回、完了払い） 

④その他 

本業務の遂行にあたっては、本市と十分協議し、仕様の決定、スケジュール、手

法、その他必要事項を決定すること。 

 

12．その他留意事項 

①本企画提案に係る諸経費等は、提案事業者の負担とする。 

②原則として、提出された書類等は返却しない。 

③提出期限以降の書類の提出、再提出、差し替えは認めない。 

④提出された書類は、審査目的外の使用はしない。 

⑤提出された書類は、審査の範囲内で複製することがある。 

⑥提出書類に含まれる著作物の著作権は提案事業者に帰属する。 

⑦参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはしない。 

⑧本企画提案への参加及び不参加を問わず、本業務において知り得た情報（周知の情

報を除く）は、本業務の目的以外に使用し又は第三者に開示もしくは漏洩してはなら

ないものとする。 

⑨審査結果に対する異議は一切認めない。 

 

以上 


